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監 査 公 表 第 1 0号  

地 方 自 治 法 （ 昭 和 2 2年 法 律 第 6 7号 ） 第 1 9 9条 第 ９ 項 の 規 定 に よ

り 、 高 知 県 知 事 等 宛 て 報 告 を 行 っ た と こ ろ 、 高 知 県 知 事 か ら 措 置

結 果 に つ い て 通 知 が あ っ た の で 、 同 条 第 1 2項 の 規 定 に よ り 、 次 の

と お り 公 表 す る 。  

平 成 3 0年 1 0月 3 0日  

高 知 県 監 査 委 員  

3 0高 行 管 第 1 7 8号  

平 成 3 0年 ９ 月 2 8日  

高 知 県 監 査 委 員  様  

高 知 県 知 事  

定 期 監 査 の 結 果 に 対 す る 措 置 結 果 に つ い て （ 通 知 ）  

平 成 3 0年 ８ 月 1 6日 付 け 3 0高 監 報 第 ６ 号 で 報 告 の あ り ま し た う え

の こ と に つ い て 、 強 く 改 善 を 求 め る 事 項 の あ っ た 機 関 か ら の 措 置

状 況 の 報 告 を も と に 、 地 方 自 治 法 第 1 9 9条 第 1 2項 の 規 定 に よ り 下

記 の と お り 通 知 し ま す 。  

記  

第 １  意 見 に お い て 措 置 を 求 め ら れ た も の  

１  意 見  

（ 財 務 会 計 事 務 ）  

そ れ ぞ れ の 事 務 処 理 の 誤 り は 、 基 本 的 な こ と が 徹 底 さ れ

て い な い こ と に 起 因 し て 発 生 し て い る 。 つ い て は 、 各 機 関

に お い て 、 法 令 等 の 内 容 を 再 確 認 す る こ と を 周 知 徹 底 し 、

こ れ ら に 沿 っ て 事 務 を 執 行 す べ き で あ る 。  

特 に 契 約 事 務 は 、 重 要 な 法 律 行 為 で あ り 、 契 約 当 事 者 で

あ る 県 庁 全 体 の 信 頼 性 に も 大 き な 影 響 を 及 ぼ す こ と か ら 、

今 一 度 そ の 重 大 性 を 再 認 識 し 、 厳 正 に 事 務 を 執 行 す る こ と

を 強 く 求 め る 。  

今 回 の 監 査 結 果 に つ い て は 、 強 く 改 善 を 求 め る 事 項 等 の

あ っ た 機 関 の み な ら ず 、 全 機 関 に お い て 、 同 様 の 誤 り を 起

こ さ な い よ う 全 職 員 に 周 知 さ れ た い 。  

２  措 置 状 況  

（ 財 務 会 計 事 務 ）  

各 所 属 に お け る 契 約 事 務 の 厳 正 化 を 図 る た め 、 所 属 長 、

課 長 補 佐 、 次 長 、 チ ー フ 等 に 対 し 、 執 行 機 関 に お け る そ れ

ぞ れ の 責 務 の 重 要 性 に つ い て 、 研 修 等 の 場 を 通 じ て 徹 底 し

ま す 。  

ま た 、 職 員 の 契 約 事 務 能 力 の 向 上 と チ ェ ッ ク 機 能 の 強 化

の た め 、 「 契 約 事 務 の ポ イ ン ト 」 を 全 職 員 に 配 布 す る と と

も に 、 会 計 事 務 実 務 研 修 や 入 札 研 修 等 で 研 修 資 料 と し て も

活 用 し 、 契 約 事 務 の 適 正 化 を 図 り ま す 。 併 せ て 、 各 所 属 で

作 成 す る 契 約 書 及 び 請 書 に 不 備 等 が な い か 、 引 き 続 き 会 計



支 援 担 当 職 員 や 会 計 専 門 員 が 定 期 的 に 確 認 を 行 い ま す 。  

さ ら に 、 監 査 結 果 の 強 く 改 善 を 求 め る 事 項 等 に つ い て

は 、 会 計 管 理 局 だ よ り や 研 修 等 を 通 じ て 、 同 様 の 誤 り 等 が

生 じ な い よ う に す る た め の 対 策 を 全 職 員 に 繰 り 返 し 徹 底 す

る と と も に 、 会 計 事 務 処 理 上 の 不 明 点 等 は 、 会 計 支 援 担 当

職 員 や 会 計 専 門 員 に 速 や か に 相 談 し 、 確 認 す る よ う 全 庁 に

周 知 す る な ど 、 各 所 属 へ の 会 計 支 援 の な お 一 層 の 強 化 を 図

り 、 適 正 な 会 計 事 務 の 執 行 に 取 り 組 み ま す 。  

第 ２  強 く 改 善 を 求 め る 事 項 の 該 当 機 関  

１  安 芸 福 祉 保 健 所  

(１ )  強 く 改 善 を 求 め る 事 項  

ア  平 成 2 9年 度 の 扶 助 費 の 支 払 に お い て 、 生 活 保 護 受 給 者

の 収 入 認 定 事 務 を 適 切 に 行 っ て い な か っ た こ と に よ り 、

支 出 金 額 に 1 7 0 , 2 7 8円 の 過 払 い が あ っ た 。 （ 支 出 事 務 ）  

イ  平 成 2 9年 度 の 扶 助 費 の 支 払 に お い て 、 請 求 書 の 受 理 日

か ら ３ か 月 を 超 え て 支 払 が 遅 延 し て い る も の が 多 数 見 ら

れ た 。 （ 支 出 事 務 ）  

(２ )  原 因 又 は 理 由  

ア  生 活 保 護 の ケ ー ス ワ ー カ ー は 、 保 護 受 給 者 の 年 金 受 給

に つ い て 、 訪 問 時 に 年 金 通 知 書 や 預 金 通 帳 等 で 確 認 す る

必 要 が あ り 、 そ れ が で き な か っ た 場 合 は 、 速 や か に 年 金

事 務 所 で 受 給 状 況 を 調 査 す べ き と こ ろ 、 対 応 し て い な

か っ た こ と が 平 成 3 0年 ４ 月 の 人 事 異 動 に よ り 担 当 交 代

後 、 後 任 の ケ ー ス ワ ー カ ー が 行 っ た 年 金 事 務 所 へ の 調 査

に よ り 、 発 覚 し ま し た 。  

結 果 、 平 成 2 9年 ５ 月 分 か ら 1 2月 分 ま で の 年 金 受 給 に つ

い て 収 入 認 定 が さ れ て お ら ず 、 保 護 費 の 過 払 い と な っ た

も の で す 。  

イ  本 来 、 請 求 時 に 速 や か に 処 理 す べ き も の を 、 当 時 の 担

当 ケ ー ス ワ ー カ ー が 未 処 理 の ま ま 年 度 末 ま で 放 置 し て い

ま し た 。 ３ 月 末 に な っ て 、 支 払 の 手 続 き に 着 手 し ま し た

が 、 支 払 書 類 に 不 備 が あ り 修 正 等 の 必 要 も あ っ た た め 、

支 払 が 遅 れ た も の で す 。  

こ れ ま で 、 請 求 書 類 に つ い て は 、 総 務 係 又 は 担 当 ケ ー

ス ワ ー カ ー が 受 付 し 、 支 払 処 理 を 担 当 ケ ー ス ワ ー カ ー が

行 っ て い た た め 、 本 来 支 払 う べ き 時 期 に 支 払 わ れ た か ど

う か 、 組 織 的 に チ ェ ッ ク す る 体 制 を と れ て い ま せ ん で し

た 。  

(３ )  措 置 状 況  

ア  平 成 2 9年 ５ 月 分 か ら 1 2月 分 ま で の 年 金 受 給 分 が 返 還 対

象 に な る こ と を 当 該 受 給 者 に 説 明 し て 、 理 解 を 得 た う え

で 、 生 活 保 護 法 第 6 3条 の 適 用 決 定 後 、 収 入 調 定 し 、 返 還

の 納 付 書 を 送 付 し ま し た 。  

保 護 受 給 者 に は 、 年 度 当 初 に 「 生 活 保 護 の し お り 」 を

渡 し 、 収 入 申 告 義 務 が あ る こ と を 周 知 し て い ま す が 、 今



後 は 、 訪 問 の た び に 説 明 し 、 年 金 等 の 収 入 状 況 を 確 認 す

る と と も に 、 訪 問 時 に 確 認 で き な い 場 合 は 、 年 金 事 務 所

で 受 給 状 況 調 査 を 行 う よ う 各 ケ ー ス ワ ー カ ー に 徹 底 し ま

し た 。  

併 せ て 、 毎 月 の 保 護 係 担 当 者 会 や 随 時 の 新 規 ケ ー ス 検

討 会 等 を 通 じ 、 生 活 保 護 の 受 給 に 係 る 手 続 の 確 認 や 、 過

去 の 事 例 を 踏 ま え た 注 意 事 項 の 共 有 を 行 う な ど 、 適 正 な

事 務 処 理 に 努 め て ま い り ま す 。  

イ  未 処 理 の 支 払 に つ い て は 、 後 任 ケ ー ス ワ ー カ ー が 全 ケ

ー ス に つ い て 再 確 認 の う え 、 平 成 3 0年 ４ 月 上 旬 に 支 払 が

完 了 し ま し た 。  

な お 、 支 払 遅 延 金 に つ い て は 、 発 生 し て い ま せ ん 。  

今 回 の 指 摘 を 受 け て 、 各 ケ ー ス ワ ー カ ー に 対 し 、 請 求

書 類 は 速 や か に 処 理 す る よ う 周 知 し 、 適 正 な 事 務 処 理 を

促 す と と も に 、 新 た に 複 数 人 で 支 払 処 理 内 容 を 確 認 で き

る よ う チ ェ ッ ク リ ス ト を 作 成 し ま し た 。  

今 後 は 、 総 務 係 、 担 当 ケ ー ス ワ ー カ ー 及 び 総 務 保 護 課

長 が 受 付 及 び 支 払 完 了 を 相 互 に 確 認 す る こ と で 、 再 発 防

止 を 徹 底 し ま す 。  

２  希 望 が 丘 学 園  

(１ )  強 く 改 善 を 求 め る 事 項  

ア  平 成 2 9年 ５ 月 分 の 職 員 給 食 代 の 収 入 調 定 を 行 っ て い な

い も の が あ っ た 。 （ 収 入 事 務 ）  

イ  平 成 2 9年 度 給 食 調 理 業 務 委 託 料 1 0月 分 の 支 払 に お い て

給 食 数 に 誤 り が あ り 、 代 金 の 一 部 が 未 払 と な っ て い た 。

（ 支 出 事 務 ）  

(２ )  原 因 又 は 理 由  

ア  職 員 給 食 代 に つ い て は 、 １ 人 の 代 表 職 員 に 他 の 全 職 員

が 委 任 状 を 提 出 し 、 そ の 代 表 職 員 に 対 し て 収 入 調 定 を

行 っ て い ま す 。 人 事 異 動 に よ る 転 出 者 や 退 職 者 及 び 実 習

生 が い た 場 合 は 、 転 出 先 や 自 宅 等 へ 納 入 通 知 書 を 郵 送 す

る 必 要 が あ る た め 、 前 述 の 収 入 調 定 と は 別 に 処 理 を 行 っ

て い ま す 。  

平 成 2 9年 ５ 月 に つ い て は 、 非 常 勤 職 員 の 退 職 者 が １ 人

い た た め 、 ２ 件 の 収 入 調 定 書 を 作 成 す る 必 要 が あ り ま し

た が 、 退 職 者 分 の 収 入 調 定 に つ い て 、 失 念 し て い た も の

で す 。  

イ  給 食 代 金 に つ い て は 、 委 託 業 者 か ら 送 付 さ れ る 食 数 表

と 、 給 食 担 当 者 が 記 入 し て い る 「 全 寮 食 数 表 」 と を 突 合

・ 調 整 の う え 食 数 を 確 定 後 、 支 払 を 行 っ て い ま す 。  

平 成 2 9年 1 0月 に 在 籍 し て い た 実 習 生 （ ３ 名 ） の 給 食 に

つ い て 、 各 寮 の 給 食 担 当 者 が 、 「 全 寮 食 数 表 」 の 「 実 習

生 」 の 朝 食 ・ 昼 食 ・ 夕 食 の 欄 に 、 注 文 さ れ た 各 食 の 合 計

を 記 入 す べ き と こ ろ を 、 配 属 さ れ て い る 実 習 生 の 各 寮

（ ３ 寮 ・ ４ 寮 ・ ５ 寮 ） の 当 日 の 食 数 の 合 計 を 記 入 す る も



の で あ る と 勘 違 い し 、 朝 食 の 食 数 欄 に ３ 寮 の 実 習 生 の 食

数 、 昼 食 の 食 数 欄 に ４ 寮 の 実 習 生 の 食 数 、 夕 食 の 食 数 欄

に ５ 寮 の 実 習 生 の 食 数 を そ れ ぞ れ 記 入 し て し ま い ま し

た 。 食 数 の 合 計 は 合 っ て い ま し た が 、 そ れ ぞ れ 単 価 が 異

な っ て い る た め 、 給 食 代 金 に 誤 り が 生 じ 、 一 部 未 払 と

な っ て し ま っ た も の で す 。  

(３ )  措 置 状 況  

ア  収 入 調 定 を 行 っ て い な か っ た 平 成 2 9年 度 ５ 月 分 の 職 員

給 食 代 に つ い て は 、 平 成 3 0年 ４ 月 2 4日 付 け で 収 入 調 定 を

行 い 、 同 年 ５ 月 １ 日 に 納 入 さ れ て い ま す 。  

現 在 は 、 「 在 職 者 」 、 「 転 出 者 ・ 退 職 者 」 及 び 「 実 習

生 」 に つ い て 、 そ れ ぞ れ の 収 入 額 内 訳 表 を 作 成 し て 職 員

給 食 代 の 管 理 を 行 っ て い ま す 。 ま た 、 収 入 調 定 の 処 理 を

行 う 際 に 収 入 額 内 訳 表 を 添 付 し て 複 数 人 で 確 認 す る こ と

で 、 収 入 調 定 漏 れ を 防 ぐ 体 制 を 整 え て い ま す 。  

イ  未 払 と な っ て い た 2 0 8円 を 、 平 成 3 0年 ５ 月 1 7日 付 け で

委 託 業 者 に 支 払 い ま し た 。  

現 在 は 、 「 全 寮 食 数 表 」 の 様 式 を 見 直 し 、 「 実 習 生 」

で 一 括
くく

り に な っ て い た 記 入 欄 を 、 実 習 生 に つ い て も 他 の

職 員 と 同 じ よ う に １ 人 ず つ 個 人 名 を 記 載 し た 欄 を 新 た に

設 け 、 そ れ ぞ れ 朝 食 ・ 昼 食 ・ 夕 食 の 食 数 を 記 入 す る よ う

に し た こ と で 、 記 入 誤 り が な い よ う に し て い ま す 。 ま

た 、 実 習 生 に つ い て は 「 給 食 確 認 表 」 を 新 た に 作 成 し 、

実 習 生 及 び 職 員 が 食 数 を 確 認 す る こ と で 、 同 様 の 誤 り が

起 き な い よ う 努 め て い ま す 。  

３  中 央 西 農 業 振 興 セ ン タ ー  

(１ )  強 く 改 善 を 求 め る 事 項  

平 成 2 8年 度 の 高 知 市 東 部 地 区 震 災 対 策 農 業 水 利 施 設 整 備

建 屋 耐 震 対 策 工 事 に お い て 、 契 約 保 証 金 は 現 金 に よ り 納 付

さ れ て い た が 、 引 渡 し を 受 け た 後 、 直 ち に 行 う べ き 払 出 し

を し て い な か っ た 。 （ 支 出 事 務 ）  

(２ )  原 因 又 は 理 由  

平 成 2 8年 度 か ら の 繰 越 工 事 で あ り 、 明 許 等 の 事 務 に つ い

て は 、 抜 か り が な い よ う に 注 意 し て 処 理 を 行 っ て お り ま し

た が 、 現 金 納 付 に よ り 契 約 保 証 金 を 納 付 す る 件 数 が 少 な

く 、 こ れ ま で 別 途 管 理 す る 帳 簿 等 を 作 成 し て い な か っ た こ

と や 、 複 数 の 職 員 で 契 約 関 係 書 類 の 確 認 が で き て い な か っ

た こ と か ら 、 契 約 保 証 金 の 払 出 し を 失 念 し た も の で す 。  

(３ )  措 置 状 況  

ア  契 約 保 証 金 に つ い て は 、 事 務 局 監 査 の 指 摘 を 受 け た

後 、 速 や か に 事 務 処 理 を 行 い 平 成 3 0年 ５ 月 2 5日 に 払 出 し

を 行 い ま し た 。  

イ  契 約 保 証 金 が 現 金 で 納 付 さ れ た 場 合 に は 、 契 約 関 係 書

類 に 添 付 し て い る 「 支 払 確 認 票 」 の 余 白 に 、 現 金 納 付 で

あ る 旨 を 「 朱 」 書 き で 記 載 す る よ う に し ま す 。  



ウ  契 約 保 証 金 の 現 金 受 払 に つ い て 、 そ の 内 容 を 記 載 す る

「 補 助 簿 」 を 新 た に 作 成 し 、 こ れ に よ り 管 理 す る よ う に

し ま す 。  

エ  会 計 管 理 課 発 行 の 「 契 約 事 務 の ポ イ ン ト （ チ ェ ッ ク シ

ー ト ） 」 を 支 出 命 令 書 に 添 付 し 、 担 当 の ほ か 、 総 務 担 当

チ ー フ 、 出 納 員 等 の 支 出 事 務 関 係 者 全 員 で 必 ず チ ェ ッ ク

を 実 施 す る よ う に し ま す 。  

４  高 知 土 木 事 務 所  

(１ )  強 く 改 善 を 求 め る 事 項  

ア  平 成 3 0年 １ 月 1 2日 付 け の 消 耗 品 費 の 支 出 命 令 書 及 び そ

れ に 関 連 す る 支 出 負 担 行 為 決 議 書 な ど 文 書 一 式 を 紛 失 し

て い た が 、 事 故 報 告 を 行 っ て い な か っ た 。 （ 支 出 事 務 ）  

イ  平 成 2 9年 度 の 江 ノ 口 、 竹 島 川 排 水 機 場 遠 隔 監 視 操 作 シ

ス テ ム Ｕ Ｐ Ｓ バ ッ テ リ ー 取 替 修 繕 業 務 に お い て 、 支 出 負

担 行 為 決 議 書 で は 契 約 書 を 作 成 す る こ と と し て い な か っ

た に も か か わ ら ず 、 決 裁 が な い ま ま 契 約 書 を 作 成 し て い

た 。 （ 契 約 事 務 ）  

ウ  平 成 2 9年 度 の 大 谷 川 お も て な し の 水 辺 創 成 事 業 委 託 契

約 書 に 金 抜 設 計 書 及 び 仕 様 書 を 添 付 し て い な か っ た 。

（ 契 約 事 務 ）  

(２ )  原 因 又 は 理 由  

ア  支 払 済 み の 支 出 命 令 書 等 は 、 総 務 担 当 が 補 助 簿 へ 記 入

後 、 キ ャ ビ ネ ッ ト に 一 時 保 管 し 、 会 計 管 理 課 か ら 送 付 さ

れ る 支 出 個 別 表 で 抜 か り が な い か を 確 認 し た う え で 製 本

を 行 っ て い ま す 。  

文 書 が 不 明 で あ る こ と に つ い て は 、 支 出 個 別 表 と の 突

き 合 わ せ の 際 に 承 知 し て い ま し た が 、 補 助 簿 に 記 載 さ れ

て い ま し た の で 、 一 時 的 な も の と 誤 認 し 事 故 報 告 を 行 っ

て い ま せ ん で し た 。  

イ  当 該 業 務 は 、 契 約 書 の 作 成 を 省 略 で き る 金 額 で あ っ た

た め 、 支 出 負 担 行 為 決 議 の 際 に 契 約 締 結 に つ い て の 伺 い

を 作 成 し て い ま せ ん で し た 。  

契 約 後 、 契 約 の 相 手 方 か ら 契 約 書 作 成 の 要 請 が あ り 、

担 当 者 が 所 要 の 手 続 き を 取 る こ と な く 相 手 方 が 用 意 し た

契 約 書 に 、 公 印 （ 所 長 印 ） を 押 印 し た も の で す 。  

ウ  金 抜 設 計 書 及 び 仕 様 書 に つ い て は 、 契 約 締 結 を 伺 う 支

出 負 担 行 為 決 議 の 際 に は 、 契 約 書 案 に 添 付 さ れ 決 裁 を 受

け て い ま し た が 、 担 当 者 が 契 約 書 を 製 本 し た 際 に 添 付 が

抜 か り 、 公 印 審 査 を 受 け ず に 公 印 （ 所 長 印 ） を 押 印 し た

も の で す 。  

(３ )  措 置 状 況  

ア  指 摘 を 受 け 、 会 計 管 理 者 に 事 故 報 告 を 行 い ま し た 。  

ま た 、 紛 失 防 止 の た め 総 務 課 で 保 管 す る 支 払 書 類 を 持

ち 出 す 場 合 に は 、 必 ず 総 務 課 職 員 の 承 認 を 得 る よ う 取 扱

い を 改 め ま し た 。  



イ  契 約 金 額 の 如 何
いかん

に か か わ ら ず 、 契 約 書 を 作 成 し よ う と

す る 場 合 に は 、 必 ず 決 裁 が 必 要 で あ る こ と 、 ま た 、 公 印

の 押 印 に つ い て も 事 前 に 審 査 が 必 要 で あ る こ と を 改 め て

徹 底 し ま し た 。  

ウ  契 約 書 の 作 成 に あ た っ て は 担 当 者 が 添 付 書 類 を 必 ず 確

認 す る と と も に 、 公 印 審 査 時 の 契 約 書 添 付 書 類 の チ ェ ッ

ク に つ い て も 抜 か り が な い よ う に 徹 底 し ま す 。  

再 発 防 止 の た め の 全 体 的 な 取 組 と し て 、 監 査 結 果 に つ い て の

経 過 、 原 因 及 び 対 応 策 を 全 職 員 に 周 知 す る と と も に 、 会 計 事 務

研 修 等 の 積 極 的 な 受 講 、 所 内 研 修 や 個 別 指 導 の 継 続 的 な 実 施 に

よ り 適 正 な 事 務 執 行 に 努 め ま す 。  

 


